
 

 

 
 

 

 

 

自動車運転者を使用する事業場に対する 

令和３年の監督指導等の状況を公表します 
 

～ 約 ８ 割 の 事 業 場 で 労 働 基 準 関 係 法 令 違 反 ～ 
 

滋賀労働局（局長 小島
こ じ ま

 裕
ゆたか

）は、管内の労働基準監督署が、令和３年にトラック、

バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導等の状況に

ついて取りまとめましたので、公表します（別紙１参照）。 

令和３年の監督指導の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀労働局では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法

令、昨年 12月 23日に改正された「改善基準告示」（自動車運転者の労働時間等の改善の

ための基準（平成元年労働省告示第７号））※などの周知・啓発に努め、法令違反の疑い

がある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保

に取り組んでいくとともに、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重

大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。 

また、特にトラック運転者の適正な労働条件の確保においては、発着荷主の協力が非常

に重要であることから、近畿運輸局と連携するなどにより、発着荷主に対して発注条件等

の適正化についての要請と働きかけを行ってまいります。 

※ 改正「改善基準告示」の適用は令和６年４月１日。 

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html   

 

 

（別紙１） 自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導等の状況(令和３年) 

（別紙２）「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について 
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滋 賀 労 働 局 発 表 

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 

■ 監督指導を実施した事業場は 36事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認

められたのは、29 事業場（80.6％）。また、改善基準告示※違反が認められたの

は、19事業場（52.8％）。 

※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第７号）（別紙２参照） 

■ 主な労働基準関係法令違反事項は、①労働時間（38.9％）、②割増賃金の支払

（11.1％）。 

 

■ 主な改善基準告示違反事項は、①最大拘束時間（36.1％）、②連続運転時間

（36.1％）③休息期間（33.3％）。 

 



※

ハイヤ－・タクシ－は、改善基準告示において「連続運転時間」、「最大運転時間」の定めがない。

別紙1

自動車運転者を使用する事業場に対する
監督指導等の状況（令和３年）

主な違反事項監督実施
事業場数

（注１）

労働基準関
係法令違反
事業場数

そ の 他

ト ラ ッ ク

バ ス

ハ イ ヤ ー ・
タ ク シ ー

27

2

4

3

1

　　　　事項

業種

(7.4%) (3.7%)

合 計

労働時間 割増賃金 休日

36

21

(77.8%)

10 2

2 0 0 0

(75.0%) (50.0%) (50.0%) ( － )

(100.0%)  ( － )  ( － ) ( － )

3 2 2 0

(37.0%)

(100.0%) (66.7%) ( － ) ( － )

29 14 4 1

3 2 0 0

－

(25.0%) (25.0%)

11

(40.7%)

13

(48.1%)

7

(25.9%)

( － ) (50.0%) ( － )

0

－

( － )

17

(63.0%)

8

(29.6%)

13

(48.1%)

( － )

0 0 0 0

1 0

(50.0%) ( － )

( － ) ( － )

1

( － )

0

（1）
 
　業種ごとの監督実施事業場数、労働基準関係法令違反事業場数及び主な違反事
項は、次のとおりであった。

表中の（　）内は、監督実施事業場数に対する違反率。以下同じ。

　「その他」欄は、トラック、バス及びハイヤ－・タクシ－以外の業種で自動車運転者を使用する事業場
（自社で製造した製品を運搬するトラック運転者を使用する製造業の事業場、建設現場で使用する資材等運
搬するトラック運転者を使用する建設業の事業場など）。以下同じ。

（注２） 　違反事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各違反事項の件数の合計と違反事業場数とは
一致しない。以下同じ。

（2）
 
　業種ごとの改善基準告示違反事業場数及び主な違反事項は、次のとおりであった。

( － )

ト ラ ッ ク 27

監督実施
事業場数

改善基準
告示違反
事業場数

主な違反事項

総拘束
時間

最大拘束
時間

休息期間
連続運転

時間
最大運転

時間

　　　　事項

業種

(80.6%) (38.9%) (11.1%) (2.8%)

ハ イ ヤ ー ・
タ ク シ ー

4

1 0 0
バ ス 2

1 0

（注）

( － )

19

(52.8%)

9

(25.0%)

13 12 13 7

(36.1%) (33.3%) (36.1%) (19.4%)
合 計 36

そ の 他 3
0

( － ) ( － ) ( － ) ( － )

0

１ 監督指導状況



平成31年・令和元年 令和2年 令和3年

監督実施
事業場数

48 13 27

42 11 21

(87.5%) (84.6%) (77.8%)

30 7 17

(62.5%) (53.8%) (63.0%)

監督実施
事業場数

5 0 2

5 － 2

(100.0%) ( － ) (100.0%)

1 － 1

(20.0%) ( － ) (50.0%)

監督実施
事業場数

4 4 4

4 4 3

(100.0%) (100.0%) (75.0%)

0 1 1

(0.0%) (25.0%) (25.0%)

監督実施
事業場数

5 0 3

4 － 3

(80.0%) ( － ) (100.0%)

0 － 0

(0.0%) ( － ) (0.0%)

監督実施
事業場数

62 17 36

55 15 29

(88.7%) (88.2%) (80.6%)

31 8 19

(50.0%) (47.1%) (52.8%)

（3）
 
　平成31年から令和３年までの３年間における業種ごとの監督実施事業場数、労
働基準関係法令違反事業場数及び改善基準告示違反事業場数は、次のとおりで
あった。

改善基準告示
事業場数

改善基準告示
事業場数

改善基準告示
事業場数

改善基準告示
事業場数

労働基準関係法令
違反事業場数

　　　　　　　　　　　　　　年
業種・事項

トラック

バス

ハイヤ－・
タクシー

その他

合計

改善基準告示
事業場数

労働基準関係法令
違反事業場数

労働基準関係法令
違反事業場数

労働基準関係法令
違反事業場数

労働基準関係法令
違反事業場数



 
 

（4） 労働基準監督官が監督指導した事例には、以下のようなものがあった。 

 

 

 

 
 

■ フォークリフトの無資格運転の情報を契機に監督を実施したところ、時間外・休日労働に関す
る協定届（以下「36協定」という。）を届け出ることなく、最長で１か月あたり60時間の時間外
労働を行わせていることが認められた。 

■ トラック運転者の中に、1日の拘束時間が最大拘束時間の上限である16時間を超えており、か
つ、勤務終了後に継続８時間以上の休息期間を与えていない者が認められた。 
また、２日平均の運転時間が９時間を超えている者、連続運転時間が４時間を超えている者が

認められた。 
 

 

１ 36 協定を届け出ることなく、法定の労働時間を超えて、違法な時間外労働を行わせてはなら

ないことを是正勧告した。 

また、過重労働による健康障害防止対策として労働時間の削減について併せて指導した。 

 

 

 

 

 

２ 運転者の１日の拘束時間が 16時間を超えてはならないこと、勤務終了後に継続８時間以上の

休息期間を与えなければならないことを是正勧告した。 

  また、運転時間が２日平均９時間を超えてはならないこと、連続運転時間が４時間を超えて

はならいことを是正勧告した。 

 

 

 

 

  是正勧告後、速やかに、所轄労働基準監督署長宛て、36協定の届け出を行った。 

  トラック運転者の拘束時間の短縮を図り、休息期間を確保するため、荷主と協議を行い、荷

卸し時刻の調整、無理な受注の排除、長時間の拘束時間となったトラック運転手については、

翌日、短距離運送とすることなどを決め、労働時間の削減を行った。 

 

 

（参考）トラック運転者に係る改善基準告示 

１か月の総拘束時間：原則 293 時間以内（労使協定締結の場合、320時間以内） 

１日の最大拘束時間：13時間以内を基本とし、 延長する場合であっても 16時間以内 

休息期間：勤務終了後、継続８時間以上 

最大運転時間：２日平均で１日当たり９時間、２週平均で１週間当たり 44時間を超えない 

 

 指導事項 労働時間の削減 

事例１（トラック） 

安全衛生に関する情報に基づき運送会社に対して監督指導を実施 

概 要 

指導内容 

 指導事項 
労働基準法第 32条違反 

（労働時間） 

 指導事項 
改善基準告示違反 
（１日の最大拘束時間、休息期間、運転時間） 

指導後の会社の取組 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

■ バス運転者の中に、勤務終了後に継続８時間以上、又は、勤務中及び勤務終了後に継続４時
間、合計10時間の休息期間を与えていない者が認められた。 

  また、最長で１か月あたり80.5時間の時間外労働を行わせていることが認められた。 
※ 当該事業場では月94時間までの時間外労働を可能とする36協定を締結していた。 

■ 長時間労働を行った者に対する医師との面接指導制度を設けていないことが認められた。 
■ 年次有給休暇の付与日数が10日以上の者の中に、付与日（基準日）から１年以内に年次有給休
暇を５日間取得していない者が認められた。 

 

 

１ 運転者に対して、勤務終了後に継続８時間以上、又は、勤務中及び勤務終了後に継続４時間、

合計 10時間の休息期間を与えなければならないことを是正勧告した。 

 

 

 

２ 過重労働による健康障害防止対策として、労働時間の削減及び長時間労働を行った者に対す

る面接指導制度を設けるよう指導を行った。 

 

 

３ 年次有給休暇の付与日数が 10日以上の者の中に、基準日から１年以内に年次有給休暇を５日

間取得させなければならないことを是正勧告した。 

 

 

 

 

  勤務シフトを見直すことで休息期間の確保を図った。 

  長時間労働を行った者に対する面接指導制度を設け、社内掲示板にて周知を行った。 

また、安全衛生委員会において、毎月、時間外労働の実績確認を行うこととした。 

  有休消化進捗シートを新たに作成し、毎月、総務担当者と各所属の責任者で、年次有給休暇

の取得状況を相互確認することとした。 

 

（参考）バス運転者に係る改善基準告示 

４週間を平均した１週間当たりの拘束時間 

         ：原則 65時間以内（労使協定締結の場合、71.5時間以内） 

１日の最大拘束時間：13時間以内を基本とし、 延長する場合であっても 16時間以内 

休息期間：勤務終了後、継続８時間以上、又は、継続４時間以上、合計 10時間以上（分割休息） 

最大運転時間：２日平均で１日当たり９時間、４週平均で１週間当たり 40時間を超えない 

 指導事項 労働時間の削減、面接指導制度の設置 

長時間労働のおそれのあるバス会社に対して監督指導を実施 

概 要 

指導内容 

 指導事項 
改善基準告示違反 
（休息期間） 

 指導事項 労働基準法第 39条違反 
（年休の取得） 

指導後の会社の取組 

事例２（バス） 



【相互通報制度の実施状況（過去３年間）】

【合同監督・監査の実施状況（過去３年間）】

　※令和２年は新型コロナウイルス感染症の影響から、合同監督・監査の実施
は見送ったもの。

（1） 　相互通報

　自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図るため、滋賀
労働局と近畿運輸局が、その監督等の結果（改善基準告示違反等）を相互に通
報している。

　　　　　　　　　年

　事項

4

令和3年

4

3
労 働 基 準 監 督 機 関 が
通 報 を 受 け た 件 数

労働基準監督機関から
通 報 し た 件 数

平成31年・令和元年 令和2年

9

（2） 　合同監査

　自動車運転者の労働時間等の労働条件の確保・改善を図るため、滋賀労働局
と滋賀運輸支局が連携して、合同で監督・監査を行うことにより、効果的な指
導を行っている

16

4

2

　※開始年度：ハイヤ－・タクシ－事業場  （平成18年度）
　　　　　　  トラック事業場及びバス事業場 （平成20年度）

　　　　　　　　　年

　事項
平成31年・令和元年 令和2年 令和3年

合 計 4 0 4

0 4

バ ス 0 0 0

ト ラ ッ ク

タ ク シ ー ・
ハ イ ヤ ー

0 0 0

２ 近畿運輸局・滋賀運輸支局との連携



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・拘束時間＝始業時刻から終業時刻までの時間（休憩時間を含む。） 
・休息期間＝勤務と次の勤務の間の自由な時間 
※ その他、拘束時間の例外や分割休息期間、2人乗務、隔日勤務、フェリー乗船などの場合の特例有り。 

拘束時間 総拘束時間 トラック : 原則 １か月 ２９３時間 

バ ス : 原則 ４週間平均で１週間 ６５時間 

タクシー : 原則 １か月 ２９９時間 

最大拘束時間 トラック、バス、タクシー : 原則 １日 １６時間 

（ただし、１日の原則的な拘束時間は１３時間） 

休息期間 トラック、バス、タクシー : 原則継続８時間以上 

最大運転時間 トラック : 原則 ２日平均で１日９時間、２週間平均で１週間４４時間 

バ ス : 原則 ２日平均で１日９時間、４週間平均で１週間４０時間 

連続運転時間 トラック、バス : ４時間以内 

 

休日労働 トラック、タクシー : ２週間に１回以内、 

かつ、１か月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内 

バ  ス           : ２週間に１回以内、 

かつ、４週間の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内 

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について 

別紙２ 

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）は、バス、トラック、タクシーなどの自動車運転者に

ついて、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性から、すべての産業に適用される労働基準法では規

制が難しい拘束時間（始業時刻から終業時刻までの時間（休憩時間を含む。））、休息期間（勤務と次の勤務の間の自由な

時間）、運転時間等の基準を、平成元年に、大臣告示として制定。 

趣 旨 

制定の経緯 

労働時間等の改善を定めた局長通達の策定（昭和４２年） 

・長時間労働、交通事故の増加 

・路面運送における労働時間及び休息期間に関するＩＬＯ条約

の採択（昭和５４年）：運転時間上限１日９時間、１週間４８時間 

拘束時間、休息期間等の基準を定めた局長通達の策定 

（昭和５４年） 

中央労働基準審議会での関係労使の議論 

通達を大臣告示とすることで労使が合意し、

平成元年に「改善基準告示」を策定 

※ 制定以降、法定労働時間が段階的に短縮し、
週 40 時間制へ移行するのに合わせて、内容
の見直しが行われ現在に至っている。 

内 容 

運転の中断には、運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に、
１回連続 10分以上かつ合計 30分以上の運転をしない時間が必要。 


